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        第15回比較法国際会議と報告
    「プライバタイゼーションに対する
                          憲法上の規制」
                               大久保　史郎

〔一〕
  昨年の７月24日、暑い京都を立ってロンド
ンに向いました。英国のブリストルで、7月26
日から開催される比較法国際会議に参加する
ためです。食事も座席も最悪な米国の航空機
に慣れた私にとって、同じ「格安」とはい
え、英国航空は快適でした。やはりヨーロッ
パの文化にアメリカはかなわない。ワインを
余分にもらって、ぐっすりと眠りにつきまし
た。国際会議に参加する時はいつも徹夜で報
告原稿を仕上げて、そのまま飛行機に乗り込
むことになるのですが、今回は、主催者側の
厳しいお達しがあり、報告草案をすでに送付
していたので、気分は上々でした。 　
  比較法国際会議（Internat ional  Congress
of Comparative Law）の主催者は、比較法国
際アカデミーで、1924年に設立され、創設当
初の日本の正会員は国際司法裁判所の判事に
なった織田萬、準会員が高柳賢三であったと
のこと。「歴史的視点からの比較法研究、と
くに私法の領域における世界諸国の法律の改
善」（定款二条)  を目的として、基礎法学・公
法領域を含めた第一回国際会議を193 2年に
ハーグで開催しています。以後４年ごとに、
世界各地で比較法国際会議を開催し、今は全
法領域を対象とする伝統ある国際会議になっ
て、日本でも国内委員会が組織されていま
す。1990年に第13回会議（モントリオール・

カナダ)  、1994年に第14回大会(アテネ・ギリ
シャ)  で開催され、毎年、数百名の参加です。

〔二〕
　今回の第15回会議は21部門36部会を設定
し、諸領域の最先端の論点と実態を検討する
ことになっています。主な部会とテーマは、
基礎法 (法学教育、比較法、法史の役割、法と
言語、議論可能性)、私法 (法史と法実務にお
ける紳士協定、経済損失と民事責任、信託)  、
国際私法、民事訴訟法、農業法、商事法 (国際
商事契約の新原則、現代金融、知的所有権・
生物の法的保護) 、労働法( 労働形態の柔軟
化、労働法の変容)  、海事・航空法、国際公法
部門、憲法 (法秩序の憲法化、議会論、地域統
合、民営化の憲法上の限界) 、人権、行政法
(国家賠償など)、税法、刑法、刑事訴訟法、
書誌学、情報・コンピューター法など、盛り
たくさんで、一週間にわたります。
　私が参加する憲法部会の基本テーマは「プ
ライバタイゼーションに対する憲法上の規
制」(C o n s t i t u t i t o n a l  L i m i t a t i o n s  o n
P r i v a t i s a t i o n )。80年代以来、世界的規模で
進行する「民営化・規制緩和・規制撤廃」の
各国の実態と対応、これに対する憲法上の問
題点を「プライバタイゼーションの限界」と
いう視点から検討することになっています。
主報告者のD.Feldman 教授(Facul ty  of  Law,
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University of Birmingham)から、すでに検討
項目の連絡があり、各国の報告者がこれに答
える報告書をあらかじめ提出し、そのうえで
の討議という形をとります。

 [三]
　私が報告に盛り込まなければならないと考
えたのは、まず、第一に現状報告。わが国で
も80年代に、中曽根政権の下で、一見、華々
しい「民営化」政策が進行しましたが、今か
ら見れば、表面的なものに終わりました。し
かし、90年代に入ると、内外の情勢におされ
て、いよいよ本格化しました。この現段階、
とくにその日本的な民営化、行財政の再編、
地方分権化を報告する必要がありました。
　世界的にいえば、このプライバタイゼー
ションは、「公・私」の交錯領域はもちろ
ん、公行政固有の領域を含む公共政策全般の
諸領域で進行し、鉄道、郵便、通信や教育・
福祉・医療・金融・放送行政にひろがり、英
米では、警察・刑務所の民営化にまで進みま
した。日本では、80年代に国鉄、電電公社の
「民営化」、90年代半ばに至って、「規制緩
和」－「規制撤廃」－「構造改革」となりま
した。
　80年代の民営化＝「中曾根臨調」路線は、
組合(国労)  つぶしと国有地払下げなどの利権
あさりでした。プライバタイゼーションの提
唱者ともいうべき英国サッチャーの狙いの一
つが組合潰しであったことに照合します。し
かし、日本における9 0年代のプライバタイ
ゼーションは、文字通りの現在進行形です。
96年11月に、橋本内閣の六大改革( 行政、予
算、社会保障、経済、財政、教育)  が公表さ
れ、出かける直前に、中央省庁の再編法案が
閣議決定されました。
　第二は憲法上の問題点、とくにその日本的
特徴です。これは難しい課題です。日本から
の報告者として、これが避けがたいとすれ
ば、どのような形にするかです。結局、私の
問題関心に従って、日本における“公”と
“私”の特殊なあり方を説明して、この機会
に西欧型の「公共性」観を学べれば、と考え

ました。これまでの経験からいえば、あまり
期待できないことも覚悟しつつ、しかし、国
際会議での生の反応に接することは、その後
の問題意識に大きな刺激になります。
　そこで、報告は、特殊日本的な「公共性」
を、私なりに、歴史的、類型的に並べて、①
戦前日本の「国家優位の公共性」、②戦後改
革と「公共の福祉」論、その50年代から60年
代への変化、③70年代以降の、私が名付ける
ところの「現代官僚主義的公共性」、そし
て、④今の日本をとりまく状況、とくにグ
ローバリゼーションの諸要因を指摘しつつ、
戦前・戦後の支配的な「公共性」に対置すべ
き「市民的公共性」論の必要に言及しまし
た。

 [四]
　部会では、日本を含む11ケ国からナショナ
ル・レポートが事前に提出され、D.Feldman
教授がジェネラル・レポートを行いました。
まず、比較憲法研究の困難さを指摘した上
で、プライバタイゼーションの政治・経済的
背景と既存の憲法構造へのインパクト、プラ
イバタイゼーションに対する実体的制限 (憲法
規定上や人権保障など)  、手続的制限、国家に
よる私的事業・活動の監視や規制の必要など
です。この後、ナショナル・レポーターによ
る発言・討論が行われ、プライバタイゼー
ションの多様さと問題意識の違いが予想どお
り明らかになりました。
　私としては、どうしても英独仏伊などの西
欧諸国の状況や認識に関心が行ってしまうの
ですが、性質の異なるプライバタイゼーショ
ンが剥き出しで進行する旧社会主義国や、む
しろ国有化を必要とする発達途上国からの報
告を含み、その多様性は避けられません。さ
らに、プライバタイゼーションとわざわざ表
現することじたいに違和感をもつ米国も加
わっています。こうして、プライバタイゼー
ションの「限界」や「公共性」についての統
一的な概念を語ることは、少なくともこの種
の国際会議の短時間なやりとりでは、どだい
無理というのがその直後の感想でした。しか
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し、とりあえずの感想を記しておきます。 　
　第一に、プライバタイゼーションが世界的
現象であり、とくに経済・政治・社会のグ
ローバリゼーションと不可分なことです。プ
ライバタイゼーションを「資本主義化」、
「市場化」と単純化することはできません。
当然のことながら、世界各国の違いを認識し
た上で、プライバタイゼーションの領域・対
象・過程等に即した比較研究を痛感しまし
た。日本にとっては、とくに西欧諸国のプラ
イバタイゼーションの研究がこれからの課題
なのですが、しかし、そのためにも、日本の
状況分析をしっかりやり、そこで生まれた諸
要因、諸問題に正面から取り組むべきである
と、あらためて考えました。 　
　第二に、わが国はプライバタイゼーション
の渦中にあって、憲法ないし公法学からの、
形態・構造・過程に関する個別実質的な研究
はこれからの課題です。たとえば、プライバ
タイゼーションは統治構造 (国際組織・連邦・
中央・地方・地域)  の再編を引き起こします。
わが国では主として、省庁再編や地方分権と
して検討されています。また、国際機構・条
約等によるインパクト、これが各国の構造改
革にどのような影響を及ぼすか、各国の実情
や研究情報はまったく不十分です。 　
　第三に、プライバタイゼーションが伝統的
な「公・私」観念の再検討を必要とすること
です。この場合、研究としては、西欧型との
比較での日本型の析出に向かいがちですが、
西欧型であれ、日本型であれ、近現代と90年
代以降との違いに目を向けるべきであると考
えました。それほど、この世紀転換期の社会
構造の転換は質的変動であり、グローバルな
ものであると考えました。
　私は、自分の問題意識として、伝統的な
「公」領域の「市民公共」的観点からの再検
討が、とりわけ、この日本において必要なこ
とを報告しましたが、実は、伝統的な西欧型
「公・私」も含めて、検討すべきであると考
えています。憲法学はどのような視点でこれ
をおこなうべきか、これから考えなければな
りません。 　

　第四に、今回の報告でも指摘しましたが、
プライバタイゼーションが世界的な現象であ
ること、これとグローバリゼーションとの関
係をどのように考えるかです。プライバタイ
ゼーションは現代のグローバリゼーションの
一つの現象ということができます。私は、現
代のグローバリゼーションは民主化のそれと
しても80年代から90年代に進行しました。こ
のグローバリゼーション、プライバタイゼー
ションの現れは多元的・多面的です。これら
が、どのような背景、原因をもち、どのよう
な状況にあるのか、この問題状況の把握は始
まったばかりであることを痛感しました。 　
　第五に、グローバリゼーション下のプライ
バタイゼーションともいうべき今の事態を法
学的にどのように検討するか、その方法で
す。実感としていえることは、その系統的な
研究は各国レベルでも、国際的レベルでも乏
しいということです。プライバタイゼーショ
ンを早い時期から開始したイギリスでさえ、
経済・財政分野の研究は別にしても、法学的
検討は部分的、個別的であって、その理論化
は遅れていることがわかりました。そこで、
各国の研究状況の把握を、とりあえず、今回
のジェネラル・レポートとナショナル・レ
ポートを逐次、検討することから始めること
にします。ただ、仏・伊のナショナル・レ
ポートが未提出で、失望しました。

 [五]
　最後に一言したいのは、この比較法国際会
議は伝統ある重要な国際学会ですが、その
テーマは多様かつ、きわめて今日的であるこ
とをあらためて知ったことです。それだけ
に、日本からより組織的な参加の必要を痛感
します。日本の比較法国際会議国内委員会
は、犠牲的な努力を払って、報告者を組織
し、数多くの報告書を提出しています。この
ような組織的な取組みは、米国・ドイツ・ス
ウェーデンに次ぎ、会場で再会した米国の友
人からもこの日本側の努力を評価する感想も
聞きました。が、実際の参加(登録・旅行など
等)は個人に任されています。私の場合、幸運
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　はじめにはじめにはじめにはじめにはじめに     　
　立命館大学法学部および立命館大学法学会
では、このほど紙媒体で従来から発行されて
きている『立命館法学』、『Ritsumeikan Law
R e v i e w』および本誌『立命館大学法学部
ニューズレター』の３誌をインターネット上
でフルテキストのデータベースとして公開す
る試みを実験的に開始した。以下では、その
アナウンスを兼ねながら作業に携わった者と
して、その主旨を説明し、若干のお断りとお
願いを申し上げたい。
　ネット上の法情報と日本の現状ネット上の法情報と日本の現状ネット上の法情報と日本の現状ネット上の法情報と日本の現状ネット上の法情報と日本の現状     　
　インターネットの爆発的な普及にあわせ
て、国際的に、法情報(法令、判例、法関連文
献などをイメージされたい)についても、ネッ
ト上での公表、提供が進められてきている。
従来から、紙媒体で提供されてきた法令、裁
判例、法学・法実務関連の諸雑誌が、オンラ
イン上でも提供されるようになるとともに、
メーリングリストやＷＷＷサービスを利用し
た新たな形態での「雑誌」等が公表・公開さ
れ、インターネット上の情報源は、充実して

きつつある。 　
　しかし日本においては、注目されるような
情報源も蓄積されつつあるものの、アメリカ
などと比較して、法令や判例のネット上での
公開の状況は、なお残念ながら法学の研究・
教育に利用しうるような段階までには至って
いない。これはひとつには、それぞれの関係
機関が保有している情報源を、ネット上で利
用可能な形態で、さらなる付加価値をつけて
公開していないことに起因するといえよう。
たとえば、政府関係機関の保有する法(関連)
情報では、国会の議事録等の情報が公開さ
れ、保有する法令のデータベースが公開さ
れ、裁判例の情報が公開されることにより、
研究・教育上も、ひいては国民生活上も、重
要でかつ信頼性のある情報を、地理的条件に
左右されることなく利用することができる
し、またネット上での公開に際しては、検索
機能という強力な付加価値によって、従来考
えられなかったような情報の利活用が可能と
なろう。しかし現状では、そうはなっていな
い。多くの出版物(の中の情報)が、従来から

にも文部省の国際会議派遣の援助をうけまし

たが、会場でお会いした日本の参加者－私に
とっては日頃、尊敬する比較法の大家ばかり
でした－が、各々、大変な苦労をされている
ことを知り、各部会を十分にカバーするだけ
の体制や財政的措置がとられないものか、を

あらためて考えました。これはこの比較法学

会だけでなく、私の知っているかぎりでも、
憲法や法社会学・労働法等の国際学会でも同
じです。さて、どうするか、皆さんの経験や
意見をお聞きしたいと考えています。

　　　　　　（おおくぼ・しろう　　憲法）

紀要等のインターネット上での公開について
　  　 ht tp : / /www. lex. r i tsumei .ac. jp /

　　　　　米丸　恒治
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の利用形態のままで提供されてきているにす
ぎない。
　いささか前書きが長くなってしまったが、
このほど公開することにした情報源は、いず
れも立命館大学法学部の教員・院生等が自前
の情報として創造したものである。これらが
若干の付加価値をつけて蓄積されていくこと
により、そしてネット上で公開されることに
より、先ほど述べたようなインターネットに
おける情報の後進性が少しでも改善されるの
ではないか、というのが公開に際しての思い
といってよいかもしれない。そしてそれら
が、必ずしも大学等の図書館で紀要類にふれ
ることのできない一般の方々に対しても、結
果的になんらかの研究・教育の成果を還元す
ることになっていれば、法学部と社会との接
点を広げる試みとしても位置づけられること
になろう。 　
　公開する情報と機能公開する情報と機能公開する情報と機能公開する情報と機能公開する情報と機能     　
　今回の公開の対象は、紙媒体で提供してい
た『立命館法学』、『R i t s um e i k a n  L a w
R e v i e w』および本誌『立命館大学法学部
ニューズレター』の情報である。フルテキス
トの公開に加えて、いずれもコンピュータを
利用した検索等が可能なようになっている。
とりあえず公開する期間は、95年度から97年
度の3年間に公表された3誌とし、公開の許諾
がなされていないものについては、例外的に
公表をしていない。 　
　紀要等の公開用のサーバーには、従来の立
命館大学法学部のＷＷＷページからリンクを
はっているが、検索機能等の関係で、別途、
独自のサーバーを運用することとしている。
　公開用のサーバーのＵＲＬは、h t t p : / /
www.lex.ri tsumei.ac. jp /である。 　
　『立命館法学』、『R i t s um e i k a n  L a w
Rev iew』については、本文中のフリーキー
ワードで公開分のデータを検索し、利用する
ことができる。検索語を順にたどって移動し
たり、その前後の要約を表示させることもで
きる。したがって、公開分については、詳細
な索引が付けられているかのような利用も可
能である。今後の可能性としては、公開され

た論稿の改訂や、ハイパーテキスト化による
さらなる付加価値をもった利用形態も考えら
れよう。
　公開に際しての限界とお断り公開に際しての限界とお断り公開に際しての限界とお断り公開に際しての限界とお断り公開に際しての限界とお断り 　
　さて、紀要等の公開は、以上のように若干
の付加価値を生み出す(と思われる)一方で、
現状では、若干の限界、お断りしなければな
らない条件がある。 　
　①現在のファイルでは、日本語と外国語特
有の文字との共存を実現していない。(ブラウ
ザによっては、完全に表示できるものを確認
しているので、ファイル形式を変換すること
も考えているが、)ウムラウト等は、文字のあ
とにつける(例、f u¨r )  などの方法でしのい
でいる。 　
　②コンピュータの標準的な文字コードに存
在しない外字の対応を放棄している。
　③印刷物の最終情報から、再度、人手も含
む作業を繰り返している関係で、ミスがあり
うる。
　④公開のためのファイルの作成が時間的に
遅れるため、最新版が提供できているわけで
はない。現状では、１年以上のずれがでてし
まう。
　それぞれに対処法はありうるが、それを支
える時間、手間、財源については、実験的に
「生み出す」こともできず、とりあえずの実
験的な公開となっている。
　今後の可能性としては、若干の雑誌のよう
に、コンピュータの作業により版下を作成
し、同時にオンラインで公表可能なＰＤＦ
(Adobe社のAcrobat Readerで利用可能なファ
イル形式)に変換する方法が検討されていいか
もしれない(『ニューズレター』はこの方式で
編集しているので、発行と同時に公開でき
る) 。その際は、こうしたいいわけも必要な
く、文字どおり印刷物と同じようにページ数
等がきちっと表記され利用可能な紀要等がオ
ンラインで提供可能になる。 　
　お願いとお礼お願いとお礼お願いとお礼お願いとお礼お願いとお礼     　
　さて若干の付加価値と留保条件をつけた実
験的な公開も、コンピュータのディスク上で
死蔵されては意味がない。関心に応じてご覧
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いただき、各種のアドバイス、ご批判等を賜
ることができれば、幸いである。とりあえず
管 理 者 の メ ー ル ア ド レ ス
(ja-www-adm@ml.ritsumei.ac.jp)あて、ご意
見等があれば、お寄せいただきたい。ただ
し、お寄せいただいたご意見等について、ひ
とつひとつお返事を差し上げることはおそら
　

    イギリスでの調査を終えて

                                     　宮井　雅明

  私は、昨年１１月、財団法人公正取引協会
の委託を受け、各国のカルテル法制度の比較
調査に携わることになりました。調査対象国
は、アメリカ、カナダ、ＥＵ、ドイツ、フラ
ンス、イギリスの合計６カ国ないし地域であ
り、私はイギリスを担当することになりまし
た。調査の一環として、各国･地域の競争法当
局のスタッフにヒアリング調査を行うことと
なり、私も、本年３月１日から６日までロン
ドンに出張し、イギリス公正取引庁のスタッ
フと面談して参りました。本稿は、イギリス
でのヒアリング調査について報告し、私自身
が今回の調査において抱いた問題関心の一端
を紹介するものです。
　そもそも今回の調査の趣旨は次のようなも
のでした。今日、発達した資本主義諸国にお
いては、同業者が価格や生産数量を取り決め
たり販売地域を分割する行為を厳格に規制す
べきことは、共通の認識となりつつありま
す。同業者間で競争を制限する行為を一般に
カルテルといいますが、先に挙げた類のカル
テルは、「ハード･コア･カルテル」とも呼ば
れ、特に悪質なカルテルと認識されていま

す。しかし、同じカルテルでも、例えば、業
界全体で製品の安全性に関する基準を取り決
めたり、標準化を図ったり、あるいはまた、
廃棄物リサイクルのためのシステムを共同で
構築する行為は、消費者にとっても有益であ
る可能性があり、これを競争法ないし独禁法
上一律に禁止してよいか、という問題があり
ます。この種の社会公共目的のカルテルは、
我国の事業者団体の相談事例において近年目
立つようになっています。しかし、我国の独
禁法はこの種のカルテルを処理する特別の規
定を欠いており、この種のカルテルも「ハー
ド･コア･カルテル」と同じ規定･同じ手続の下
で処理せざるを得ません。今日では、様々な
タイプのカルテルを適切に処理し得るような
実体規定と手続のあり方が改めて問われてい
ます。この問題を考えるヒントを得るため
に、社会公共目的のカルテルに対する各国競
争法の態度を比較検討しようというのが、調
査の趣旨であった訳です。
　イギリスの場合、１９７６年制限的取引慣
行法に基づく登録制度が、カルテル規制の中
核でした。一定の要件を満たす「協定」は当

最後になってしまったが、この実験的なプロ
ジェクトは、近畿税理士会のご援助を頂いた
コンピュータ上で稼働している。近畿税理士
会には、この場をお借りして、記して、お礼
を申し上げる。 　
　　　　（よねまる・つねはる　　行政法）

くできないだろうと考えられるため、予め、
その旨、失礼をお断り申し上げておきたい。
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局への登録を義務づけられ、登録された協定
のうち「重要」な協定が、制限的慣行裁判所
に付託され「公益」審査を受けることになり
ます。そして、「公益」に反するとされた協
定に対しては、私法上無効と宣言されるほ
か、差し止め命令が発せられます。この制度
の枠組み自体は競争秩序維持の観点からする
と多くの欠陥をもっていますが、当局、すな
わち、公正取引庁は、運用面で競争秩序維持
の観点を貫ぬくべく努力してきました。たと
えば、制限的慣行裁判所への付託の是非を判
断する際、「ハード･コア･カルテル」に該当
する条項を削除するか、あるいは、協定自体
を破棄するよう非公式の指導が行われまし
た。かくして、制限的慣行裁判所に付託され
る事件は限られ、付託される事件の中でも
「公益」に合致するとされる事件は更に限定
される、というのが運用の実態でした。かよ
うな制度の下では、社会公共目的のカルテル
についても非公式に処理される比率が大き
く、ヒアリング調査の眼目も、当初は、公正
取引庁内部での処理の実態にありました。
　ところが、事前調査をしていた昨年１１
月、１９９８年競争法が成立し、２０００年
３月をもって登録制度が廃止されることを知
りました。新法の下では、競争に感知可能な
影響を及ぼす協定が端的に禁止されることに
なり、例外的に、消費者の利益にかなう等一
定の要件を満たす協定が禁止を免れる（適用
免除といいます）ことになります。そこで、
新法が求められた理由と新法における社会公
共目的のカルテルの処理も調査項目に加える
ことにしました。
　実際にロンドンで公正取引庁のスタッフ
（Compet i t ion  Po l i cy  Div i s ion  の Ke i t h
Davis氏と Gover James氏）と面談したとこ
ろ、次のような点が明らかになりました。ま
ず、従来の登録制度が悪質なカルテルを規制
するうえで限界があったこと。具体的には、
登録要件が複雑で、そもそも登録を要する協
定かどうかを見極めることに公正取引庁の資
源が費やされていた一方で、悪質なカルテル
については敢えて登録しない事業者が多く、

未登録カルテルについて調査する十分な権限
が公正取引庁には与えられていなかったこ
と、「公益」要件の内容にも首尾一貫した政
策理念がなく、カルテルの実効的規制の妨げ
となっていたこと、が新法の背景として語ら
れました。
　次に、社会公共目的のカルテルの処理に関
しては、実は、この種のカルテルは現行法の
下では登録対象外であることが多いこと、新
法の下でも、適用除外の対象であることが多
く、さもなければ、適用免除の候補となるだ
ろうことが語られました。ただし、登録対象
外であったり、適用除外の対象であるという
ことは、公正取引庁の審査を全く受けないこ
とを必ずしも意味しません。この種のカルテ
ルについては、個別立法に基づいて公正取引
庁が競争政策上の事前審査を行う場合があり
ます。たとえば、金融サービス法、会社法、
放送法、環境法に規定があります。偶然に
も、面談したスタッフの一人が環境法に基づ
く競争政策上の事前審査に携わっている方で
あったので、その審査の実態についても多少
聞くことができました。これは、容器包装廃
棄物のリサイクルのシステムを共同で実施す
る場合に関わるもので、イギリスがＥＣ法上
のリサイクル義務（正確には「リカバリー義
務」というべきなのですが、詳しい説明は省
きます）を達成するに際して競争原理を導入
したことを反映しているとのことでした。
　その他にも、細かい点では新しい発見もあ
りましたが、全体的には、事前に調べたこと
を確認し得た点に今回の調査の意義があった
ように思われます。今回は、新法のガイドラ
インや不公正契約条項規制に関わるパンフ
レットなど、幾つか資料も頂きました。今回
の調査に携わって、一つ印象に残ったのは次
の点です。すなわち、社会公共目的のカルテ
ルにつきイギリスでは、問題の性格に応じて
個別立法により規制の枠組みを設定し、その
中で競争政策に配慮する仕組みが取られるこ
とが多い、という点です。適用除外とは、必
ずしも競争政策の全面的排除を意味するので
はなく、むしろ、競争政策と他の公共政策と



立命館大学法学部ニューズレター立命館大学法学部ニューズレター立命館大学法学部ニューズレター立命館大学法学部ニューズレター立命館大学法学部ニューズレターNo . 1 6 ( 1 9 9 9 . 4 )N o . 1 6 ( 1 9 9 9 . 4 )N o . 1 6 ( 1 9 9 9 . 4 )N o . 1 6 ( 1 9 9 9 . 4 )N o . 1 6 ( 1 9 9 9 . 4 )
99999 R i t s um e i k a n  U n i v e r s i t yR i t s um e i k a n  U n i v e r s i t yR i t s um e i k a n  U n i v e r s i t yR i t s um e i k a n  U n i v e r s i t yR i t s um e i k a n  U n i v e r s i t y

の組み合わせ方の一類型と捉えられるかもし
れません。もちろん、かような制度設計がい
かなる思想に由来するのかは、今後の研究課
題です。

ドクター院生の「就職」とは

佐々木潤子

はじめに
　私は1999年4月1日付で、香川大学の法学部
に専任講師として赴任した。1998年度までは
立命館大学大学院のドクター（以下、Ｄ）2回
生だったことが、まだ昨日のことの様であ
る。租税法という私の専門分野は、学会で出
会った先生の言葉を借りると、近年では珍し
く「努力をすればそれが確実に評価される」
分野であるという特殊な事情（それが特殊で
ある方が本来は異常な状態）にある。しかし
ながら、ここでは自らの院生時代を振り返り
ながら、今日におけるＤの就職難という問
題、そしてそれをいかに克服するかの対策
を、極力一般化して述べることとしたい。

院生時代
　初めは回想となる。私が立命館大学大学院
に来たのは、静岡大学時代からの恩師・三木
教授が立命館大学に移られたからであった。
「この人のもとで学びたい」から「この人の

様になりたい」というように変化したのが、
研究者を志したきっかけである。 　
　マスター（以下、Ｍ）の入学式の後、当時
まだ修学館だった院生の研究室をみて驚い
た。「こんなに多くの本に囲まれて、みんな
がこんなに必死に勉強している」。入学式の
その後に、三木教授の研究室に駆け込み、
「ついていけるか不安だ」と涙した。しか
し、三木教授の計らいで、先輩たちと食事を
しながら交流して落ち着きを取り戻し、それ
からは逆に「何としてでもついていくんだ」
と心境が変化した。 　
　それからは、がむしゃらに勉強した。学部
時代、特に「勉強」らしい勉強はしていな
かった部分を取り返すため、また講義の報告
準備のため。さらに、他研究科の先輩たち
と、分野の枠を超えた議論を、ほぼ毎日の様
に繰り返していた。 　
　ただ、そんな日々にも大きな問題があっ
た。資金繰りである。親に反対されながら大

したが、メイフェアにある綺麗なホテルに泊
まることが出来、おおむね快適にすごすこと
ができました。滞在中お世話になった大使館
の相関透参事官には、この場を借りて、お礼
申し上げます。
　　　　　（みやい・まさあき　経済法）　
　

　最後に、イギリス滞在中、天気は不安定で
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学院に来たものの、幸いにして学費は援助し
てもらえていた。しかも日本育英会も当たっ
ていた。そんな恵まれた状態ながら、学問に
いそしむあまり、アルバイトをする時間的・
精神的余裕がなく、食事の大半をパンの耳や
白米に塩だけのおにぎりで過ごさなければな
らない状況であった。しかし、そこに救いの
手があった。日に日に憔悴していく私にみか
ねて、諸先生方が様々な配慮をして下さった
のである。この救いの手がなかったなら、も
しかしたらＭで志なかばにして、研究者の道
を断念していたかもしれない。この時、助け
てくださった先生方に、この場を借りて再度
お礼を申し上げたい。 　
　その後は、ＴＡ（他研究科のも含む）を数
こなしながら、なんとか生計を立てた。修論
期には競い合える友を得て、互いに「今日は
ここまで進んだ」という話をしながら、お互
いがお互いに「負けるものか」という意気込
みで修論を書き上げた。 　
　Ｄに上がり、今度は院生協議会の事務局長
という、自らの能力を超えた業務に就くこと
となった。当初は逃げ腰だったものの「これ
は民主主義を実践する機会を与えられたの
だ」と思うようになり、研究の一貫として真
摯に取り組んだ。この業務の合間にも、三木
教授の指導により修士論文を2・3ヶ月で焼き
直し、それが公表論文の1本目となった。さら
に三木教授の指導により、税理士向け雑誌に
共同執筆を2回、学会報告を1回、しかも年度
末締切の学会誌に1本の公表論文、というスケ
ジュールをこなした。 　
　この時期には、締切・文書作り・会議に追
われ、多忙極まりなかった。しかしながら院
生協議会の仕事が、いかに民主主義の実践が
大変なことであるか、実践のためにはもっと
自らを鍛えなければならない、という教訓を
与えてくれた。

Ｄの就職のためには
　回想はここまでとして、これらの経験か
ら、極力一般化できそうな教訓を挙げてみた
い。 　

　まずは、Ｍに対する援助の充実である。私
自身、経済的困難のために、一時は志を断念
しそうになった。学費の援助を受け、さらに
日育があったとはいえ、それだけでは生存に
最低限の状態しか得られなかった。学問に打
ち込んでいたあまり、アルバイトの時間をさ
くことがもったいないことこの上なかったた
めである。私は幸い諸先生方の配慮があった
おかげで挫折せずに済んだものの、研究に打
ち込む院生を「制度的に」援助することがで
きないものであろうか。給付制の奨学金の
枠・金額の拡大が最も有効であろうが、実現
可能性からして、返還方法に配慮した緊急貸
与などは検討の対象となるのではなかろう
か。 　
　次に、助手制度の維持・拡大である。私が
なぜＤ2にして講師として赴任できたかといえ
ば、助手の職歴が2年あったからである。さら
に、Ｄ時代の学費・生活費は、主に助手の給
与に依拠していた。生活の安定があればこ
そ、研究にも自治活動にも打ち込めたのであ
る。助手の業務が、他研究科のように研究に
支障がでるレベルではなかったことも幸いし
た。 　
　ただし、ここで院生にも注意を促したいこ
とがある。それは、日育でもいえることであ
るが「お金をもらって（借りて）いる」とい
うことに対する責任感をもたなくてはならな
いことである。助手がなぜ給与をもらえるの
か。なぜ日育から借りられるのか。それは、
高学費の埋め合わせ分という立命館特有の側
面をもちつつも、制度の背景に「その分、研
究して世のためになる研究者になるように」
という願いが込められているからである。通
常、お金を手にするためには相当な苦労をと
もなう。それを手にするからには、それ相応
のことをしなくてはならない。これを院生に
あてはめるなら「研究すること」である。権
利と義務は表裏一体であることを、認識しな
くてはならない。在学中の自らを振り返って
もそうであったが、院生一般には、この認識
が希薄なように感じられる。 　
　3つ目に、指導教官の指導・援助である。こ
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れが最大の要素といっても過言ではなかろ
う。修士論文の執筆についてはもちろん、Ｄ
になってからでも、まだ修行中には変わりが
ない。しかも、特に就職に関しては、指導教
官の裁量が重要であることは、誰しもが認め
ることであろう。単に知識一つをとってみて
も、就職について院生が知っていることは、
ひたすら論文を書き、公募を探して応募する
こと程度である。経験豊富な指導教官であれ
ばこそ、この点もサポートできるであろう。
　最後に、蛇足をもう一つ。これは就職後に
影響する話となるが、Ｄに「修了」を設ける
ことである。単位取得退学の手続をしてい
て、立命館ではＤに修了がないことを知っ
た。私は単位取得「中途」退学であるが、た
とえ3年在籍しても単位取得「満期」退学とな
るだけの違いしかない。私の他に、もう1人同
じ年齢で香川大学に赴任した人がおり、その
人はＤ2でありながら修了してきている。つま
り、その人の大学では、修了の要件さえ満た
せばＤ2でも修了できるのである。この点に関
して、こちらに赴任してから他の先生に言わ
れたことがある。それは、私が修了していな
いために、他のもう1人よりも助教授になるの
が遅くなるであろう、ということであった。
　

　　　　　（ささき・じゅんこ　税法／
　　　　　　　　　香川大学法学部専任講師）

現行でも、Ｍならば要件さえ満たせば修了可
能である。なぜＤはできないのであろう。ま
た、199 8年に出された大学審議会の答申で
は、優秀な学生であれば、3年間で学部を卒業
できるようにするとの方向が打ち出されてい
る。大学院も改革の時代である。この流れか
らしても、現行の制度には改善の余地がある
のではなかろうか。その他にも立命館のＤに
は、まだ2・30年前の大学院を前提とした規定
が多すぎる。

お礼に代えて
　Ｄの就職難という問題は、これからさらに
深刻となる。それを踏まえて、院生・教員と
もども、この問題に立ち向かって欲しい。私
自身、これからも微力ながら力になりたいと
思う。また、幸いにして就職できた身として
は、指導教官の三木教授をはじめ、お世話に
なった方々への恩返しという側面もこめて、
これからも研究に教育に、尽力を続ける所存
である。
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99年1月29日　　人文科学研究所　フランス法研究プロジェクト：中田晋自氏
      　　　　　「ポスト・ドゴール期における地域政治構造の改革」
99年2月 3日　　人文科学研究所　金融法研究会  金融システム改革法研究会
      　　　　　（略称）：竹濱修氏「英国保険契約法と消費者保護」　　　
99年2月15日　　人文科学研究所　国際化社会研究会：平野仁彦氏
      　　　　　「Global iza t ionと人間の権利」について
99年3月 8日　　人文科学研究所　消費者法研究プロジェクト：竹濱修氏「電子
      　　　　　的資金移動および電子マネーの諸問題－岩原論文の検討－」
　　　　　　　　；山手正史氏「電子商取引に関するUNCITRALモデル法」　　
99年3月11日　　人文科学研究所　国際化社会研究会：大久保史郎氏「グローバ
　　　　　　　　 リゼーション下の"公共性”」 　
99年3月18日　　教育科学研究所　プロジェクトＡⅡ　学生の「学び」の構造に
　　　　　　　　　関する総合的研究：佐藤敬二氏「98年度聞き取り調査の結
　　　　　　　　　果について」；産業社会学部助教授　長澤克重氏「98年度
　　　　　　　　　アンケート調査の結果について」
99年3月25日　　人文科学研究所　国際化社会研究会：最高裁判所裁判官　園部
　　　　　　　　　逸夫氏「法的判断論と現実」
99年3月26日　　人文科学研究所　フランス法研究プロジェクト：亜細亜大学
　　　　　　　　　法学部助手　石埼学氏「近代国民国家の人権概念批判の可
　　　　　　　　　能性－笹沼弘志助教授の人権論を手掛かりにして－」


